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第３次地域管理経営計画（南伊勢森林計画区）の変更について

国有林野管理経営規程第６条第８項に基づき地域管理経営計画の一部を次のように変更し

ます。

なお、本変更計画は、平成24年４月１日から効力を有します。

【変更理由】

国有林の地域別の森林計画との調和を図るため記載内容を変更します。

【変更する内容】

はじめに

国有林野事業は、将来にわたってその使命を十全に果たしていくため、国有林野を名実ともに

「国民の森林」とするとの考え方の下に平成10年度から抜本的な改革を集中的に推進してきたとこ

ろであり、管理経営の方針を林産物の供給に重点を置いたものから公益的機能の維持増進を旨とす

るものに転換し、国有林野の適切かつ効率的な管理経営を進めていくための基礎を築いてきたとこ

ろです。

また、平成17年２月に発効した京都議定書の削減目標達成のための「地球温暖化防止森林吸収源

10カ年対策」や平成23年７月に変更された「森林・林業基本計画」の目標達成に必要な森林の整備

等が重要な課題となっています。

本計画は「国有林野の管理経営に関する法律」に基づいて、あらかじめ国民の意見を聴いた上

で、国有林野の管理経営に関する基本的な事項、維持及び保存に関する事項、国民参加による森林

の整備に関する事項等を明らかにしたものであり、平成21年４月１日から平成26年３月31日までを

計画期間とする計画です。

今後、この計画に基づいて国民各層の理解と協力を得ながら、南伊勢森林計画区における国有

林野の管理経営を行います。

１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項

(1) 国有林野の管理経営の基本方針

イ 取扱いの基本的な考え方

国有林野の管理経営に当たっては、森林の持つ多面的機能を総合的かつ高度に発揮させる

ため、国有林の地域別の森林計画に定める公益的機能別施業森林の区域との整合を図りつ

つ、個々の国有林野を重点的に発揮させるべき機能によって類型化し、それぞれの機能区分

ごとに適切な管理経営を行うこととし、森林の取扱いについては、公益林を中心に、林木だ

けでなく下層植生や動物相、表土の保全等森林生態系全般に着目して公益的機能の向上に配

慮します。
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具体的には、伐採林齢の長期化、林齢や樹種の異なる複層状態の森林の整備、小面積・モ

ザイク的配置に留意した施業、針葉樹と広葉樹の混交を促進する施業を行うなど、災害に強

い国土基盤の形成や良質な水の安定的供給の確保とともに、併せて、自然再生、生物多様性

の保全、二酸化炭素の吸収・固定源としての機能の発揮、国民と森林とのふれあいの場の提

供、森林景観の保全等の観点を重視した管理経営を計画的かつ効率的に推進します。

このため、国有林野を

・土砂流出・崩壊の防備、水源の涵養等安全で快適な国民生活の確保を第一の目的として管

理経営すべき森林は「水土保全林」

・原生的な森林生態系等貴重な自然環境の保全、国民と自然とのふれあいの場としての利用

を図ることを第一の目的として管理経営すべき森林は「森林と人との共生林」

・環境に対する負荷が少ない素材である木材の効率的な生産を行うことを第一の目的として

管理経営すべき森林は「資源の循環利用林」

の３つの機能類型に区分し、それぞれの目的に応じた管理経営を行います。

当計画区の機能類型別の面積等については以下のとおりであり、山間奥地にあって水源林

として高い機能を有する「水土保全林」が78％を占めます。

本計画区で最大の団地であり、宮川源流域に所在する大杉谷国有林5,070haは、吉野熊野国

立公園に指定されるなど優れた景観を有し、自然散策や登山等の利用者も多く高いレクリエ

ーション機能を備えています。また、大杉渓谷や日出ケ岳周辺の原生的な天然林のまとまり

は、森林生態系の維持、動植物の保護、遺伝資源の保存、学術研究等に資することを目的と

する森林生態系保護地域に設定しています。これらの森林を含む「森林と人との共生林」は2

1％を占めます。

本計画区の特徴としては、「水土保全林」と「森林と人との共生林」を合わせた公益林が

国有林野の99％を占めています。

機能類型別の森林の面積

(単位：面積 ha、比率 ％)

森林と人と
区 分 水 土 保 全 林 資源の循環利用林 合 計

の共生林

面 積 5,716 1,521 46 7,283

比 率 78 21 1 100

また、平成23年７月に変更された「森林・林業基本計画」を踏まえ、適切な森林施業の確

保、施業集約化の推進、路網の整備、人材の育成など森林・林業再生プランの実現に向けた

取組を推進するとともに、地球温暖化対策や生物多様性保全への対応、山村の振興、海岸部

の保安林の再生、住宅・公共施設の再建に必要な木材の安定供給、木質バイオマス資源の活

用による環境負荷の少ない新しいまちづくり等を推進します。
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(2) 機能類型に応じた管理経営に関する事項

公益的機能の維持増進を旨とした管理経営を行うため機能類型区分を行い、次のとおり各機

能の発揮を目的とした管理経営を行います。

また、林相の維持・改良等に必要な施業の結果、伐採・産出される木材の有効利用及び機能

発揮に支障を及ぼさない範囲で齢級構成の平準化・バイオマス利用等の地域のニーズに応じて

必要な主伐を計画的に行い、木材を供給します。

ア 「水土保全林」に関する事項

「水土保全林」においては、山地災害防止機能、水源涵養機能等の水土保全に必要な森林

の健全性の維持増進を図るため、樹根や表土の保全、下層植生の発達が期待される複層林の

造成、伐期の長期化、針広混交林への誘導の推進を図るほか、適切な造林、保育、間伐を計

画的に実施するとともに、治山施設の計画的な配置に努めます。

「水土保全林」は国土保全タイプと水源涵養タイプの２つに分けて取り扱います。

(ｱ) 国土保全タイプ

山地災害の恐れのある森林、気象害等による居住・産業活動に対する環境悪化を防備

する働きが期待される森林等を対象として、

① 根系が深くかつ広く発達し、下層植生を含む複数の樹冠層を有する多様な樹種で構

成される森林

② 気象害等に対して抵抗性の強い樹種で構成される森林

③ 必要に応じて土砂流出、崩壊を防止する治山施設が整備されている森林

に誘導することを目標とします。

森林の整備にあたっては、保全対象と当該森林の位置関係、地質や地形等の地況、森林

現況等を踏まえ、適切な間伐、人工林における複層林や針広混交林への誘導等を目的とし

た育成複層林施業を図り、健全な林分の育成に努めます。

なお、具体的な施業方法については、別紙「管理経営の指針」によります。

(ｲ) 水源涵養タイプ

宮川等の水源地帯等で、水源涵養機能の維持向上が重要な国有林野を対象として、洪

水緩和、渇水緩和、水質保全等水源涵養機能を発揮させるため、団粒構造がよく発達し

た粗孔隙に富む土壌を有しており、深根性・浅根性等の様々な樹種・樹齢の樹木がバラ

ンスよく配置された下層植生の豊かな森林であり、林木の成長がおう盛な高蓄積な森林

を目標とします。

森林の整備にあたっては、適切な管理経営に努めることとし、浸透・保水能力の高い

森林土壌の維持及び根系、下層植生の良好な発達が確立されるよう適切な間伐、人工林

における複層林や針広混交林への誘導等を目的とした育成複層林施業及び長伐期施業の

推進を図り、健全な林分の育成に努めます。

なお、具体的な施業方法については、別紙「管理経営の指針」によります。
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「水土保全林」の面積の内訳
(単位：ha)

区 分 国土保全タイプ 水源涵養タイプ 計

面 積 1,604 4,112 5,716

イ 「森林と人との共生林」に関する事項

「森林と人との共生林」においては、地域の自然環境を代表する森林や希少な動植物の

生息・生育地の保存のために設定した保護林等の適切な保全管理に努めます。

また、レクリエーションの森をはじめ、登山、自然観察、スキー等保健文化機能を増進

させる必要のある森林については、多様な樹種・林相からなる森林の維持・造成に努める

とともに、地元自治体等との連携・協力や民間の活力を活かした施設の整備、森林を利用

した諸活動のフィールドとしての提供を図るなど適正な利用を推進します。

「森林と人との共生林」は、自然維持タイプと森林空間利用タイプの２つに分けて取り

扱います。

(ｱ) 自然維持タイプ

原生的な森林生態系等学術的に貴重な、あるいは地域を代表する自然環境を形成する

国有林野を対象とし、原則として自然の推移に委ねることとして、野生動植物の生息・

生育環境の保全等に配慮した管理経営を行います。

また、現状の登山道については、周辺の植生に影響を及ぼさないために、適切な利用

が行われるよう関係者等と連携しながら指導等を行います。

原生的な森林生態系からなる森林や学術的に貴重な野生動植物の生息・生育に資する

ために必要な森林、遺伝資源保存に必要な森林等は引き続き、保護林として設定しま

す。

なお、具体的な取扱いについては、別紙「管理経営の指針」によります。

(ｲ) 森林空間利用タイプ

本計画区に該当する森林はありません。

「森林と人との共生林」の面積の内訳
(単位：ha)

自 然 維 持 タ イ プ 森 林 空 間 利 用 タ イ プ
区 分 計

うち保護林 うちﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの森

面 積 1,521 1,398 ― ― 1,521

ウ 「資源の循環利用林」に関する事項

「資源の循環利用林」においては、森林の健全性を確保し、木材の需要の動向、地域の森
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林構成等を考慮の上、多様化する木材需要に応じた林木を育成するための適切な更新、保育

及び間伐等を推進することにより木材資源の充実に努めます。

具体的には、分収林契約等を行っている国有林野を対象として、

①林木の成長が旺盛で、その形質の良好な森林

②必要に応じて林業生産基盤が整備されている森林

に誘導することを目標として、渇水緩和や土砂崩壊防止等の公益的機能の維持増進や、二酸

化炭素の吸収・固定機能の高度発揮にも配慮しつつ、効率的な木材生産を行うよう努めま

す。

なお、具体的な施業方法については、別紙「管理経営の指針」によります。

「資源の循環利用林」の面積の内訳
(単位：ha)

区 分 林業生産活動の対象 その他の産業活動の対象 計

面 積 46 ― 46

なお、機能類型と国有林の地域別の森林計画における公益的機能別施業森林の関係について

は、次表のとおりです。

機 能 類 型 公 益 的 機 能 別 施 業 森 林

土砂流出崩壊防備 ・山地災害防止機能／土壌保全機能維持増進森林
国 ・水源涵養機能維持増進森林
土
保 ・山地災害防止機能／土壌保全機能維持増進森林

水 土 全 気象害防備 ・快適環境形成機能維持増進森林
保全林 タ ・水源涵養機能維持増進森林

イ
プ 生活環境保全 ・快適環境形成機能維持増進森林

・水源涵養機能維持増進森林

水源涵養タイプ ・水源涵養機能維持増進森林

・保健文化機能維持増進森林
森林と 自然維持タイプ ・水源涵養機能維持増進森林
人との
共生林 ・保健文化機能維持増進森林

森林空間利用タイプ ・水源涵養機能維持増進森林

資源の循環利用林 ・水源涵養機能維持増進森林

(4) 主要事業の実施に関する事項

イ 主要事業の総量

本計画期間において、機能類型区分に応じた施業管理を行うために必要な伐採、更新、保

育、林道（林業専用道を含む。以下同じ。）の事業総量は以下のとおりです。
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第３次国有林野施業実施計画（南伊勢森林計画区）の変更について

国有林野管理経営規程第14条第２項に基づき国有林野施業実施計画の一部を次のように変

更します。

なお、本変更計画は、平成24年４月１日から効力を有します。

【変更理由】

伐採計画について、市町村別内訳を追加します。

また、林道計画について路線名を一部変更します。



南伊勢- 7 -

【変更する内容】

２ 施業群及び生産群の名称並びに区域、伐期齢又は回帰年、上限伐採面積又は標準伐採量、伐採

箇所ごとの伐採方法及び伐採量並びに更新箇所ごとの更新方法及び更新量

(6) 伐採総量

機能類型等別の伐採量は次のとおりです。（地域管理経営計画の１の(４)のイの(ｱ)）

なお、本表は、伐採造林計画簿で定める箇所ごとの伐採量を取りまとめたものです。

(単位：材積 ㎥、面積 ha)

林 地
区 分 林地 合 計

主 伐 間 伐 小 計 臨 時 計 以外
伐採量

(121.97)
国土保全タイプ ― 10,568 10,568

水
水

土 源 長 伐 期 ― 30,537 30,537
涵

保 養
タ そ の 他 ― 12 12

全 イ
プ (311.12)

林 小 計 ― 30,549 30,549 2,900 44,017 ― 44,017

(433.09)
計 ― 41,117 41,117

森 自然維持タイプ ― ― ―
林
と 森林空間利用
人共 タイプ ― ― ―
と生
の林

計 ― ― ―

資 スギ・ヒノキ
源 人工林中径材 1,286 253 1,539
の利 100 1,639 ― 1,639
循用 (4.41)
環林 計 1,286 253 1,539

(437.50)
合 計 1,286 41,370 42,656 3,000 45,656 ― 45,656

(89.62)
年 平 均 257 8,488 8,745 600 9,345 ― 9,345

注：１ ( )は、間伐面積

２ 年平均は、変更伐採量を残期間で除したものを加えて算出

３ 臨時伐採量については、表中以外の施業群、生産群等の数量も含む。
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（再掲）市町村別内訳

(単位：材積 ㎥、面積 ha)

林 地
区 分 林地 合 計

主 伐 間 伐 小 計 臨 時 計 以外
伐採量

(189.57)
松 阪 市 1,286 17,566 18,852

(247.93)
大 台 町 ― 23,804 23,804

(437.50)
合 計 1,286 41,370 42,656 3,000 45,656 ― 45,656

注：１ 市町村の内訳には、臨時伐採量及び林地以外の土地に係る伐採量は含みません。

２ ( )は、間伐面積
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３ 林道の整備に関する事項

地域管理経営計画の１の(4)のイの(エ)林道開設及び改良総量の路線別の内訳は次のとおりで

す。

（単位：ｍ）

基 幹 開 設 箇 所 機能類型
・ ・ 路 線 名 (国有林･林班) 延 長 備 考

その他 改良別 タイプ別

管 理 開 設 深山林業専用道 深山 600 水 土 保 全 林
９林班支線 9 (国土保全タイプ)

大名倉林業専用道 大名倉 300 水 土 保 全 林
327 (水源涵養タイプ)

深山林業専用道 深山 300 水 土 保 全 林
ツヅラ又線 2、3 (国土保全タイプ)

計 ３路線 1,200

基 幹 改 良 父ケ谷林道 大杉谷 3,368 水 土 保 全 林
父ケ谷大台線 521、522 (水源涵養タイプ)

北谷林道 大杉谷 9,673 水 土 保 全 林
513～517 (水源涵養タイプ)

大台林道 大杉谷 4,965 水 土 保 全 林
父ケ谷大台線 534～537、 (国土保全タイプ)

543、544、
549～551、 16,209 水 土 保 全 林
553、555、 (水源涵養タイプ)

556
6,145 森と人との共生林

(自然維持タイプ)

管 理 北谷林道 大杉谷 308 水 土 保 全 林
南谷支線 520 (水源涵養タイプ)

北谷林道 久豆 621 水 土 保 全 林
久豆支線 505、507、 (水源涵養タイプ)

508

大台林道 大杉谷 865 水 土 保 全 林
加茂助支線 571～573 (水源涵養タイプ)

地池林道 大杉谷 2,063 水 土 保 全 林
564、565 (水源涵養タイプ)

堂倉林道 大杉谷 90 水 土 保 全 林
561～563 (国土保全タイプ)

2,223 水 土 保 全 林
(水源涵養タイプ)

大名倉林道 大名倉 1,900 水 土 保 全 林
326、327 (水源涵養タイプ)

計 ９路線(９箇所） 48,430

注：種類欄の基幹は森林基幹道を、管理は森林管理道を指します。


